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ⅣⅣⅣⅣ 雇用動向雇用動向雇用動向雇用動向についてについてについてについて（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年8888月月月月：：：：「「「「毎月勤労統計調査毎月勤労統計調査毎月勤労統計調査毎月勤労統計調査」」」」））））

１ 賃金の動き

１人平均の月間の現金給与総額（全規模の

調査産業計）は２７８，７９８円（前年同月

比２．３％減、以下増減は前年同月比）とな

りました。

所定内給与は、2３５，５００円（０．２％

増）となり、所定内給与と所定外給与をあわ

せ た 、 き ま っ て 支 給 す る 給 与 は

2５１，０４０円（０．７％減）となりまし

た。特別に支払われた給与は２７，７５８円

（１４．４％減）となりました。

実質賃金は前年と同水準でした。

【前年同月との比較】

・きまって支給する給与が増加した産業 ４産業

医療、福祉 ３．３％増

情報通信業及び卸売・小売業 3．０％増 ほか

・きまって支給する給与が減少した産業 ９産業

電気・ガス・熱供給・水道業 ７．７％減

運輸業 7．３％減 ほか

２ 労働時間の動き

１人平均月間実労働時間（全規模の調査産

業計）は１47．4時間（０．５％増）となり

ま し た 。 そ の う ち 、 所 定 内 労 働 時 間

１３８．５時間（１．３％増）、所定外労働時

間は８．９時間、（１２．３％減）となりまし

た。

【前年同月との比較】

・所定外労働時間が増加した産業 ５産業

教育、学習支援業 ４．５時間 ７１．８％増

金融・保険業 １４．１時間 ４６．２％増

ほか

・所定外労働時間が減少した産業 ８産業

飲食店,宿泊業 ３．７時間 ４０．１％減

運輸産業 １７．９時間 ３６．５％減

ほか

３ 雇用の動き

常 用 労 働 者 （ 全 規 模 の 調 査 産 業 計

１，６３１，６３０人（１．０％減）となり

ました。そのうち、パートタイム労働者は

４２８，５８６人で（＊）、２６．３％（男性

労働者のうち１２．８％、女性労働者のうち

４２．７％）を占めています。

＊パートタイム労働者の占める割合が高い主な産業

飲食店，宿泊業 ７０．７％

卸売・小売業 ３７．３％

サービス業（他に分類されないもの）２９．７％

＊産業別比較においては対象事業所が少ない鉱業を除いています。

○福岡県の賃金・労働時間・雇用の動き

　　－全規模（事業所規模５人以上）－

実　数 前月比（％）前年比（％）

現金給与総額
　　　　（円）

278,798 △ 22.6 △ 2.3

きまって支給
する給与（円）

251,040 △ 0.4 △ 0.7

総実労働時間
　　　（時間）

147.4 △ 4.6 0.5

所定外労働時間
　　　（時間）

8.9 △ 3.2 △ 12.3

常用労働者
　　　　（人）

1,631,630 △ 0.5 △ 1.0

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者
比率（％）

26.3 0.2 △ 0.5

項　　目
調　査　産　業　計

用語説明用語説明用語説明用語説明

＊現金給与総額現金給与総額現金給与総額現金給与総額：【きまってきまってきまってきまって支給支給支給支給するするするする給与給与給与給与】（＝所定内

給与＋所定外給与）＋＋＋＋【特別特別特別特別にににに支払支払支払支払われたわれたわれたわれた給与給与給与給与】（＝

一時的または突発的理由で支払われた給与、賞与な

ど）

＊所定内給与所定内給与所定内給与所定内給与：きまって支給される給与のうち所定外所定外所定外所定外

給与給与給与給与以外のもの

所定外給与所定外給与所定外給与所定外給与：所定の労働時間を超える労働に対して

支給される時間外手当、休日出勤手当、深夜手当等

＊実質賃金実質賃金実質賃金実質賃金：現金給与総額を消費者物価指数で除した

額で、労働者の実質的な購買力を示す

＊所定内労働時間所定内労働時間所定内労働時間所定内労働時間：事業所の就業規則等で定められた

正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間

所定外労働時間所定外労働時間所定外労働時間所定外労働時間：早出、残業、臨時の呼出、休日

出勤等の実労働時間

＊常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者：期間を決めず、又は１か月を超える期

間を決めて雇われている者


